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議案第１２号  

 

城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  

の一部改正について  

 

城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定めたいので、議会の議決を求める。  

 

  令和７年２月２５日提出  

   (2025年 ) 

 

城陽市長  奥  田  敏  晴  
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城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年城陽市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

現       行 改   正   後 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第１６条 月額で報酬を定めるパートタイム会計

年度任用職員の報酬の額は、基準月額に当該パ

ートタイム会計年度任用職員について定められ

た１週間当たりの勤務時間を城陽市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（昭和４８年城陽市

条例第３号。以下「勤務時間条例」という。）

第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額に経験加算額を加えた額に、

１００分の３を乗じて得た額を加算した額（１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額。以下この条において同じ。）とする。 

２ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任

用職員の報酬の額は、基準月額を２１で除して

得た額に当該パートタイム会計年度任用職員に

ついて定められた１日当たりの勤務時間を７．

７５で除して得た数を乗じて得た額に経験加算

額を加えた額に、１００分の３を乗じて得た額

を加算した額とする。 

３ 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任

用職員の報酬の額は、基準月額を１６２．７５

で除して得た額に経験加算額を加えた額に、１

００分の３を乗じて得た額を加算した額とする

。 

４ 略 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第１６条 月額で報酬を定めるパートタイム会計

年度任用職員の報酬の額は、基準月額に当該パ

ートタイム会計年度任用職員について定められ

た１週間当たりの勤務時間を城陽市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（昭和４８年城陽市

条例第３号。以下「勤務時間条例」という。）

第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数を乗じて得た額に経験加算額を加えた額に、

１００分の６を乗じて得た額を加算した額（１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額。以下この条において同じ。）とする。 

２ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任

用職員の報酬の額は、基準月額を２１で除して

得た額に当該パートタイム会計年度任用職員に

ついて定められた１日当たりの勤務時間を７．

７５で除して得た数を乗じて得た額に経験加算

額を加えた額に、１００分の６を乗じて得た額

を加算した額とする。 

３ 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任

用職員の報酬の額は、基準月額を１６２．７５

で除して得た額に経験加算額を加えた額に、１

００分の６を乗じて得た額を加算した額とする

。 

４ 略 

附 則 

 この条例は、令和７年（２０２５年）４月１日から施行する。 
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提案理由  

 

城陽市職員の給与に関する条例（昭和２６年城陽市条例第１０号）の

一部が改正されたことに伴い、城陽市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例（令和元年城陽市条例第５号）について所要の改正を

行いたいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３

項及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規

定に基づいて、本案を提案するものである。  

 

 

 

参照条文  

 

地方自治法（抜粋）  

〔給料、旅費及び諸手当〕  

第２０４条      略  

②          略  

③  給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定め

なければならない。  

 

 

 

地方公務員法（抜粋）  

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準）  

第２４条       略  

２～４        略  

５  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。  

 

 


